
Topics
店舗リフォーム費用の補助（第２回募集）

問合せ　建築指導課緯運
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付
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児童扶養手当を受けるには、現況届の提出が必要です
問合せ　児童課緯運 53

農業委員会委員が決定しました
問合せ　市選挙管理委員会事務局緯運
第二選挙区
（定数１０人）

第一選挙区
（定数８人）

 正  木 　カズヨさん
まさ き

 槇  本 　 健  児 さん
まき もと けん じ

 黒  田 　 球  貴 さん
くろ だ たま き

 山  田 　 政  則 さん
やま だ まさ のり

 梶  原 　 安  行 さん
かじ わら やす ゆき

 沖  村 　 弓  枝 さん
おき むら ゆみ え

 岩  木 　 国  明 さん
いわ き くに あき

 中  山 　 誠  治 さん
なか やま せい じ

 中  田 　 安  義 さん
なか た やす よし

 登 　 宏  太  郎 さん
のぼり ひろ た ろう

 倉  本 　 良  夫 さん
くら もと よし お

 新  竹 　 睦  男 さん
しん たけ むつ お

 山  本 　 政  行 さん
やま もと まさ ゆき

 枇  杷  木 　 正  伸 さん
び わ き まさ のぶ

 古  川 　 憲  吾 さん
ふる かわ けん ご

 友  安 　 脩 さん
とも やす おさむ

 土  谷 　 基  治 さん
つち や もと はる

 河  井 　 孝  之 さん
こう い よし ゆき
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後期高齢者医療制度高額療養費の支給
問合せ　保険課　医療係緯運Topics
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国民健康保険高額療養費の支給問合せ　保険課　国保年金係緯運　　　
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③
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④
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■（表1）70歳～75歳未満の人の自己負担限度額(月額）と負担割合
高額療養費に
該当する場合入院と外来を合算した限度額※3外来の限度額

（個人ごとに計算）区　分

同一月に支払った
医療費の合計が、
左記の額を超える
場合

・ , 円＋(医療費総額－ , 円）× ％
・〔 , 円〕※・ , 円一定以上所得者※13割負担

・ , 円・ , 円一般
２割負担 ・ , 円・ , 円市民税非課税Ⅱ

・ , 円市民税非課税Ⅰ※2
※ 　同一世帯に一定以上所得（課税所得が 万円以上）の ～ 歳未満の国保加入者がいる人　
※ 　同じ世帯の世帯主と国保加入者が市民税非課税で、各自の所得が 円の場合（年金の場合は各自の年金収入から 万円
を控除します）

※ 　国民健康保険高齢受給者証（青色）を持っている人が同一世帯に 人以上いる場合は、高齢受給者証を持っている人の
自己負担額を合算した額が対象となります

※ 　〔　〕内の金額は、年 回以上入院治療にかかる高額療養費を受けた場合の 回目以降の自己負担限度額です
●月の途中で 歳年齢到達により後期高齢者医療に加入する時は､その月に限り､｢加入前の医療保険｣と｢加入する後期高齢者医
療｣のそれぞれの自己負担限度額が（表 ）の 分の になります。■（表2）70歳未満の人の自己負担限度額(月額）※

高額療養費に該当する場合自己負担限度額区　分
同一月に支払った医療費を①個
人ごと、②医療機関ごとに分け
て集計（外来、入院、歯科は別々）
し、 ， 円を超えた区分の領
収書のみの合計が、左記の額を
超える場合（処方せんに基づく
薬を外部の調剤薬局で購入した
ときは合算します）

・ ， 円＋（医療費総額
　－ ， 円）× ％
・〔 ， 円〕※

上位所得者
※

・ ， 円＋（医療費総額
　－ ， 円）× ％
・〔 ， 円〕※

一般※

・ ， 円
・〔 ， 円〕※

市民税非課税
※
※ 　平成 年1月以降の診療分は、制度改正のため別途お知らせします
※ 　同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の所得合計が 万円を超える場合
※ 　〔　〕内の金額は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負
担限度額です
※ 　上位所得者および市民税非課税の区分にあてはまらない場合
※ 　同一世帯の世帯主と国保加入者が市民税非課税の場合

　国保の被保険者を対象に医療

機関窓口で支払う一部負担金を減

額または免除する制度です

　入院治療で対象となるのは直

近カ月の収入が昨年中の収入に

比べて大きく減少し生活保護基

準の
％以内で預貯金の保

有額が生活保護基準のカ月分以

内の額しかない場合です収入に

よて減免の割合は異なります

　また外来治療で対象となるの

は国保税が減免されている納

期の設定がない時期は国民健康保

険税が減免される場合と同等の収

入や預貯金しかない場合です

該当する場合は一律免除となりま

す　実際の要件は世帯ごとに異なり

ますまた困ている原因が生

じてからカ月以内に申請される

ことが条件ですまずは収入や預

貯金が分かる資料を持て相談し

てください

国民健康保険の一部負担金減免制度
問合せ　保険課　国保年金係緯運


